
平 成 30 年 3 月 30 日 

総合政策局安心生活政策課  

 
 

駅等における 移動等円滑化経路の複数化、 エレ ベータ ーの複数化・  

大型化、 鉄道車両における 車椅子スペースの増設等を 推進し ます！ 
 

移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する 基準等検

討委員会における検討及びパブリ ッ ク コ メ ン ト の結果を 踏まえ、 「 交通バリ アフ リ ー

基準※」 及び「 公共交通機関の移動等円滑化整備ガイ ド ラ イ ン（ 旅客施設編・ 車両等

編） 」 を 改正し まし た。  

※移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を 定める 省令 
 

ユニバーサルデザイ ン 2020 行動計画では、 バリ アフ リ ー法に基づく 移動等円滑化基準・ ガイ ド ラ

イ ン について、 公共交通分野のバリ アフ リ ー水準の底上げを 図る ため、 平成 29 年度中に改正作業を

行う こ と と さ れている と こ ろ 、 国土交通省では、 平成 28 年 10 月に学識経験者、 高齢者、 障害者等関

係団体、 事業者団体等の参画を 得て「 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設

備に関する基準等検討委員会」 を 設置し 、 こ れまでに検討を 行っ て参り まし た。  

 今般、 こ の検討結果及びパブリ ッ ク コ メ ント の結果を 踏まえ、 交通バリ アフ リ ー基準及びガイ ド ラ

イ ン を 改正する も のです。  
 

【 本基準等の趣旨】  

○ 交通バリ アフ リ ー基準に定めた内容は、 公共交通事業者等によ る 旅客施設の新設等や車両等の

新規導入の際に、 適合が義務付けら れる こ と になる と と も に、 既存の施設等についても 適合の努

力義務が課さ れる こ と になり ます。  

○ また、 公共交通機関の移動等円滑化整備ガイ ド ラ イ ン に定めた内容については、 旅客施設や車

両等の整備のあり 方を 具体的に示し た目安になり ます。  
 

【 主な改正項目】 ※具体の改正概要については別添参照 

( 1)  駅等における 移動等円滑化経路( バリ アフ リ ールート ) の最短化・ 複数化について 

( 2)  乗降場間の乗継ぎルート のバリ アフ リ ー化について 

( 3)  旅客施設に設ける エレ ベータ ーのかごの大き さ 等について 

( 4)  ト イ レ のバリ アフ リ ー機能の分散について 

( 5)  プラ ッ ト ホームから の転落防止について 

( 6)  プラ ッ ト ホームと 鉄道車両床面の段差及び隙間の解消について 

( 7)  鉄軌道車両の車椅子スペースについて 

 
＜問い合わせ先＞ 

総合政策局 安心生活政策課 佐藤、 渡部、 武井 

代表： 03-5253-8111（ 内線 25503、 25514）  

直通： 03-5253-8306 FAX ： 03-5253-1552 
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○
バ

リ
ア

フ
リ

ー
ル

ー
ト

が
１

ル
ー

ト
の

み
で

あ
る

こ
と

等
に

よ
り

、
高

齢
者

、
障

害
者

等
が

車
両

等
に

乗
降

す
る

際
に

、
著

し
く
長

距
離

・長
時

間
の

移
動

を
余

儀
な

く
さ

れ
る

ケ
ー

ス
が

存
在

。
※

現
行

基
準

：
１

ル
ー

ト
以

上

○
バ

リ
ア

フ
リ

ー
ル

ー
ト

の
最

短
経

路
化

を
義

務
付

け
【
省

令
】

○
大

規
模

な
鉄

道
駅

に
つ

い
て

は
、

バ
リ

ア
フ

リ
ー

ル
ー

ト
の

複
数

化
を

義
務

付
け

【省
令

】

現
状

対
応

の
内

容

○
高

齢
者

、
障

害
者

等
が

乗
継

ぎ
の

際
、

著
し

く
長

距
離

・
長

時
間

の
移

動
を

余
儀

な
く
さ

れ
る

ケ
ー

ス
が

存
在

。
※

現
行

基
準

：
規

定
な

し

○
乗

継
ぎ

ル
ー

ト
に

つ
い

て
バ

リ
ア

フ
リ

ー
化

し
、

か
つ

、
当

該
ル

ー
ト

の
最

短
経

路
化

を
義

務
付

け
【
省

令
】

○
別

事
業

者
の

乗
降

場
と

の
乗

継
ぎ

円
滑

化
も

推
進

【ｶ
ﾞｲ

ﾄﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
】

○
高

齢
者

、
障

害
者

等
が

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
前

で
待

た
さ

れ
、

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
利

用
ま

で
に

著
し

く
長

時
間

を
要

す
る

ケ
ー

ス
が

存
在

。
※

現
行

基
準

：
カ

ゴ
の

大
き

さ
１

１
人

乗
り

以
上

○
旅

客
施

設
の

利
用

の
状

況
に

応
じ

た
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

複
数

化
・
大

型
化

を
義

務
付

け
【
省

令
】

○
ｴ
ﾚ
ﾍ
ﾞｰ

ﾀ
ｰ

の
大

き
さ

を
決

定
す

る
際

に
は

、
以

下
の

表
を

参
照

【
ｶ
ﾞｲ

ﾄﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
】

○
障

害
者

、
高

齢
者

等
の

「
優

先
マ

ー
ク

」
設

置
を

推
進

【
ｶ
ﾞｲ

ﾄﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
】

乗
継

ぎ
ル

ー
ト

の
バ

リ
ア

フ
リ

ー
化

に
つ

い
て

駅
等

に
お

け
る

バ
リ

ア
フ

リ
ー

ル
ー

ト
の

最
短

化
・
複

数
化

に
つ

い
て

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

か
ご

の
大

き
さ

等
に

つ
い

て

＜
優

先
マ

ー
ク

の
例

＞

最
大

定
員

[ 人
]

か
ご

の
内

方
幅

[c
m

]
か

ご
の

内
方

奥
行

き
[c

m
]

備
考

1
1

14
0

1
3
5

1
3

16
0

1
3
5

1
5

16
0

1
5
0

18
0

1
5
0

20
0

1
3
5

18
0

1
7
0

20
0

1
5
0

20
0

1
7
5

21
5

1
6
0

必
要

に
応

じ
て

上
記

以
上

の
大

き
さ

も
考

慮
。

1
7

T
o
k
y
o2

0
2
0
ア

ク
セ

シ
ビ

リ
テ

ィ
・

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
お

い
て

標
準

と
さ

れ
る

整
備

内
容

2
0

2
4

T
o
k
y
o2

0
2
0
ア

ク
セ

シ
ビ

リ
テ

ィ
・

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
お

い
て

推
奨

と
さ

れ
る

整
備

内
容

＜
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

大
き

さ
＞

交
通

バ
リ

ア
フ

リ
ー

基
準

及
び

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
見

直
し

に
つ

い
て

別
添
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○
視

覚
障

害
者

の
ホ

ー
ム

か
ら

の
転

落
事

故
を

防
止

し
て

い
く

必
要

。
※

現
行

基
準

：
ホ

ー
ム

ド
ア

が
設

置
さ

れ
て

い
な

い
ホ

ー
ム

に
は

点
状

ブ
ロ

ッ
ク

を
敷

設

○
鉄

道
駅

ホ
ー

ム
の

縁
端

に
視

覚
障

害
者

誘
導

用
ブ

ロ
ッ

ク
を

敷
設

す
る

際
は

、
内

方
線

付
き

点
状

ブ
ロ

ッ
ク

と
す

る
こ

と
を

義
務

付
け

【
省

令
】

○
ブ

ロ
ッ

ク
の

形
状

に
つ

い
て

、
J
I
S
規

格
に

統
一

【
省

令
】

○
プ

ラ
ッ

ト
ホ

ー
ム

と
車

両
床

面
に

段
差

及
び

隙
間

が
あ

る
た

め
、

車
椅

子
使

用
者

等
が

乗
降

す
る

際
に

は
渡

り
板

等
が

必
要

と
な

り
、

駅
員

等
の

介
助

な
し

に
単

独
で

乗
降

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
ケ

ー
ス

が
ほ

と
ん

ど
。

※
現

行
基

準
：
段

差
・
隙

間
は

で
き

る
限

り
平

ら
・
小

さ
い

も
の

で
あ

る
こ

と

車
両

ホ
ー

ム

○
新

幹
線

等
に

つ
い

て
、

車
椅

子
ス

ペ
ー

ス
が

満
席

の
場

合
乗

車
で

き
な

い
ケ

ー
ス

や
、

同
ス

ペ
ー

ス
が

狭
く
利

用
し

づ
ら

い
ケ

ー
ス

が
存

在
。

○
通

勤
型

車
両

に
つ

い
て

、
車

椅
子

ス
ペ

ー
ス

が
不

足
し

、
乗

り
た

い
列

車
に

乗
れ

な
い

等
の

ケ
ー

ス
が

存
在

。

※
現

行
基

準
：
１

列
車

１
箇

所
以

上
(参

考
)「

通
勤

型
車

両
」
･･

･つ
り

革
等

を
用

い
た

乗
車

が
想

定
さ

れ
て

い
る

車
両

。

○
車

椅
子

ス
ペ

ー
ス

を
現

行
の

１
列

車
１

箇
所

以
上

か
ら

、
１

列
車

２
箇

所
以

上
と

す
る

こ
と

を
義

務
付

け
【

省
令

】
※

併
せ

て
、

車
椅

子
ス

ペ
ー

ス
に

つ
い

て
、

大
き

さ
及

び
他

の
旅

客
等

の
通

行
に

支
障

の
な

い
通

路
幅

を
具

体
化

【
通

達
】

○
通

勤
型

車
両

に
つ

い
て

は
、

利
用

の
状

況
に

応
じ

１
車

両
１

箇
所

以
上

と
す

る
こ

と
を

標
準

化
【

ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗｲ

ﾝ
】

○
多

機
能

ト
イ

レ
を

必
要

と
す

る
方

が
利

用
し

た
い

と
き

に
利

用
で

き
な

い
。

※
現

行
基

準
：
１

以
上

の
便

房
を

多
機

能
化

○
多

機
能

ト
イ

レ
を

前
提

と
し

た
規

定
か

ら
、

ト
イ

レ
の

バ
リ

ア
フ

リ
ー

機
能

※

を
複

数
の

便
房

へ
分

散
配

置
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

規
定

を
見

直
し

【
省

令
】

※
車

椅
子

に
対

応
し

た
広

い
ス

ペ
ー

ス
等

、
オ

ス
ト

メ
イ

ト

ト
イ

レ
の

バ
リ

ア
フ

リ
ー

化
に

つ
い

て

ホ
ー

ム
か

ら
の

転
落

防
止

に
つ

い
て

プ
ラ

ッ
ト

ホ
ー

ム
と

鉄
道

車
両

床
面

の
段

差
及

び
隙

間
の

解
消

鉄
道

車
両

の
車

椅
子

ス
ペ

ー
ス

に
つ

い
て

交
通

バ
リ

ア
フ

リ
ー

基
準

及
び

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
見

直
し

に
つ

い
て

現
状

対
応

の
内

容

○
軌

道
が

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

で
あ

る
な

ど
一

定
の

場
合

に
お

い
て

、
車

椅
子

使
用

者
が

介
助

な
し

に
単

独
で

乗
降

で
き

る
よ

う
に

段
差

、
隙

間
を

解
消

す
る

こ
と

を
標

準
化

【
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄﾞ

ﾗ
ｲ
ﾝ
】

○
鉄

道
の

安
全

を
確

保
し

つ
つ

、
車

椅
子

使
用

者
等

が
単

独
で

円
滑

に
乗

降
で

き
る

段
差

、
隙

間
等

の
要

件
等

に
つ

い
て

、
平

成
3
0年

度
に

専
門

的
な

調
査

研
究

を
実

施
。

そ
の

結
果

を
踏

ま
え

、
基

準
及

び
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
へ

の
反

映
を

改
め

て
検

討
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